高知港係留施設等の指定管理者募集に係る質問について【３】
○質問書（平成25年9月2日）
	【 質 問 】
	【 回 答 】

	１）ＳＯＬＡＳ保安警備について
現況、7-2石炭、客船等は実績に応じて、数量変更契約により持ち出しがないようになされてきましたが、指定管理移行の場合、何隻入港しても、委託料変更はないということでしょうか？

また、係船料徴収事務委託についても　固定費+1件￥1400　という数量変動制でしたが、これも何隻入港しても　委託料変更はないということでしょうか？

	
ご提案いただく管理代行料により、募集要項に定める業務を行ってもらうことになります。

ただし、県が指定管理者を募集する上で定めた参考金額は、※過年度の港湾利用の実績（使用料等収入）から必要な費用としていますので、将来、この利用が大幅に増加（使用料等収入）する事態となった場合は、管理代行料各年度の金額を揺り動かすなど必要な対応を行います。
逆に、港湾の利用（使用料等収入）が大幅に減少したことで、経費が不要となった場合は、剰余金の取り扱いとなりませんので、県に戻入することになります。

※過年度の港湾利用の実績（使用料収入）は、募集要項39頁を参照してください。

	２）回答ありがとうございました。
電力料について9月から、17％の値上げが決まっております。よって流用の見込はほぼないと考えられる上、むしろ足りない状況であると見込まれます。また、単年度であろうが3年間であろうが、予算をオーバーした場合の委託料の措置をお尋ねします。
（修繕予算+光熱費予算）は委託料の中で決まっていますので、これを上回る場合の委託料以外での原資の措置をお願いします。
なぜならば、企業会計は単年度です。初年度持ち出しにより損益が赤で会社に損害が出た場合、業務請負いの正当性が説明できません。
	
平成25年8月6日の電気料金の値上げ認可に対応した電気料金を管理代行料に積み増す対応をしています。

　更に、県で指定管理者を募集する上で定めている参考金額は、上記の電気料金に加え、これまで県が指定管理者に予定する港湾施設で要してきた各経費を積み上げしていますので、港湾の利用が大幅に変化（増減）しない限り、参考金額の範囲で可能と考えております。




